
議案第１３号 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例制定について 

 

　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

 

令和８年３月３日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　　上　甲　　　誠 

 

 

提案理由 

　附属機関の設置等に伴う措置 
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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する  

条例の一部を改正する条例  

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和  

４７年阪南町条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

 

　別表中  

「  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を  

「  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に、 

「 

 農地利用適正化推進委員

 農地利用最適化推進委員

 選挙長 選挙１回につき　１２，

０００円

〃 

 投票所の投票管理者 日額　１３，０００円 〃

 期日前投票所の投票

管理者

〃　　１１，２００円 〃

 開票管理者 選挙１回につき　１２，

０００円

〃

 選挙立会人 〃　　１０，０００円 〃

 投票所の投票立会人 日額　１１，０００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

は 、 ５ ， ５ ０ ０ 円 と す

る。

〃
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を 

「 

 期日前投票所の投票

立会人

日額　９，６００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

は 、 ４ ， ８ ０ ０ 円 と す

る。

〃

 開票立会人 選挙１回につき　１０， 〃

 ０００円

 選挙長 選挙１回につき　１２，

２００円

〃 

 投票所の投票管理者 日額　１４，５００円 

　ただし、従事する時間

が投票時間の２分の１の

場合は、７，２５０円と

する。

〃

 期日前投票所の投票

管理者

日額　１２，８００円 

　ただし、従事する時間

が投票時間の２分の１の

場合は、６，４００円と

する。

〃

 開票管理者 選挙１回につき　１２，

２００円

〃

 選挙立会人 〃　　１０，１００円 〃

 投票所の投票立会人 日額　１２，４００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

〃
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に 

改め、阪南市民病院指定管理者選定評価委員会委員の項の次に次のよう 

に加える。 

　別表中 

「 

 は 、 ６ ， ２ ０ ０ 円 と す

る。

 期日前投票所の投票

立会人

日額　１０，９００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

〃

 は、５，４５０円とす  

る。

 開票立会人 選挙１回につき　１０  

，１００円

〃

 阪南市健康づくり推

進協議会委員

〃　　６，５００円 〃 

 住民投票長 住民投票１回につき　１

２，０００円

〃 

 住民投票の開票管理

者

〃　　１２，０００円 〃

 住民投票の開票立会

人

〃　　１０，０００円 〃

 住民投票の投票所の

投票管理者

日額　１３，０００円 〃

 住民投票の期日前投

票所の投票管理者

〃　　１１，２００円 〃

 住民投票の投票所の 日額　１１，０００円 〃
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を 

「 

 投票立会人 ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

は 、 ５ ， ５ ０ ０ 円 と す

る。

 住民投票の期日前投

票所の投票立会人

日額　９，６００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

は 、 ４ ， ８ ０ ０ 円 と す

る。

〃

 住民投票長 住民投票１回につき　１

２，２００円

〃 

 住民投票の開票管理

者

〃　　１２，２００円 〃

 住民投票の開票立会

人

〃　　１０，１００円 〃

 住民投票の投票所の

投票管理者

日額　１４，５００円 

ただし、従事する時間

が投票時間の２分の１の

場合は、７，２５０円と

する。

〃

 住民投票の期日前投

票所の投票管理者

日額　１２，８００円 

　ただし、従事する時間

が投票時間の２分の１の

場合は、６，４００円と

する。

〃
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に 

改め、おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会委員  

の項の次に次のように加える。 

　別表中（仮称）阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会委員の項

を削る。 

 

　　　附　則   

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表阪南市民病院指定

管理者選定評価委員会委員の項の次に阪南市健康づくり推進協議会委員

の項を加える改正規定及び同表おもいやりあふれるまち阪南まち・ひ

と・しごと創生委員会委員の項の次に阪南市特産品開発及び生産力強化

支援事業者選定委員の項を加える改正規定は、令和８年４月１日から施

行する。

 住民投票の投票所の

投票立会人

日額　１２，４００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

は 、 ６ ， ２ ０ ０ 円 と す

る。

〃

 住民投票の期日前投

票所の投票立会人

日額　１０，９００円 

ただし、立会時間が投

票時間の２分の１の場合

は 、 ５ ， ４ ５ ０ 円 と す

る。

〃

 阪南市特産品開発及

び生産力強化支援事

業者選定委員

〃　　６，５００円 〃 

6-　-



特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）
  区分 報酬額 旅費額

 　　　略 　　　略 　　　略
 農地利用最適化

推進委員

　　　略 　　　略

 　　　略 　　　略 　　　略
 選挙長 選挙１回につ

き　１２，２

００円

〃

 投票所の投票管

理者

日額　１４，

５００円　 

ただし、従

事する時間が

投票時間の２

分の１の場合

は、７，２５

０円とする。

〃

 期日前投票所の

投票管理者

日額　１２，

８００円　 

ただし、従

事する時間が

投票時間の２

分の１の場合

は、６，４０

０円とする。

〃

 開票管理者 選挙１回につ

き　１２，２

００円

〃

 選挙立会人 〃　　１０，

１００円

〃

 投票所の投票立

会人

日額　１２，

４００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

〃

 区分 報酬額 旅費額
 　　　略 　　　略 　　　略
 農地利用適正化

推進委員

　　　略 　　　略

 　　　略 　　　略 　　　略
 選挙長 選挙１回につ

き　１２，０

００円

〃

 投票所の投票管

理者 

 

 

 

 

日額　１３，

０００円

〃

 期日前投票所の

投票管理者 

 

 

 

 

 

〃　　１１，

２００円

〃

 開票管理者 選挙１回につ

き　１２，０

００円

〃

 選挙立会人 〃　　１０，

０００円

〃

 投票所の投票立

会人

日額　１１，

０００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

〃
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  ６，２００円

とする。
 期日前投票所の

投票立会人

日額　１０，

９００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

５，４５０円

とする。

〃

 開票立会人 選挙１回につ

き　１０，１

００円

〃

 　　　略 　　　略 　　　略
 阪南市民病院指

定管理者選定評

価委員会委員

〃　　６，５

００円

〃

 阪南市健康づく

り推進協議会委

員

〃　　６，５

００円

〃

 　　　略 　　　略 　　　略
 住民投票長 住民投票１回

につき　１

２，２００円

〃

 住民投票の開票

管理者

〃　　１２，

２００円

〃

 住民投票の開票

立会人

〃　　１０，

１００円

〃

 住民投票の投票

所の投票管理者

日額　１４，

５００円 

ただし、従

事する時間が

投票時間の２

分の１の場合

は、７，２５

０円とする。

〃

 住民投票の期日

前投票所の投票 
管理者

日額　１２，

８００円 
ただし、従

〃

 ５，５００円

とする。
 期日前投票所の

投票立会人

日額　９，６

００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

４，８００円

とする。

〃

 開票立会人 選挙１回につ

き　１０，０

００円

〃

 　　　略 　　　略 　　　略
 阪南市民病院指

定管理者選定評

価委員会委員 

 

 

〃　　６，５

００円

〃

 　　　略 　　　略 　　　略
 住民投票長 住民投票１回

につき　１

２，０００円

〃

 住民投票の開票

管理者

〃　　１２，

０００円

〃

 住民投票の開票

立会人

〃　　１０，

０００円

〃

 住民投票の投票

所の投票管理者

日額　１３，

０００円 

 

 

 

 

 

〃

 住民投票の期日

前投票所の投票 
管理者 

〃　　１１，

２００円
〃
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  事する時間が

投票時間の２

分の１の場合

は、６，４０

０円とする。
 住民投票の投票

所の投票立会人

日額　１２，

４００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

６，２００円

とする。

〃

 住民投票の期日

前投票所の投票

立会人

日額　１０，

９００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

５，４５０円

とする。

〃

 　　　略 　　　略 　　　略
 おもいやりあふ

れるまち阪南ま

ち・ひと・しご

と創生委員会委

員

〃　　６，５

００円

〃

 阪南市特産品開

発及び生産力強

化支援事業者選

定委員

〃　　６，５

００円

〃

 　　　略 　　　略 　　　略
 教育委員会評価

委員会委員

〃　　６，５

００円

〃 

 

 

 

  

 

 

 

 住民投票の投票

所の投票立会人

日額　１１，

０００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

５，５００円

とする。

〃

 住民投票の期日

前投票所の投票

立会人

日額　９，６

００円 

ただし、立

会時間が投票

時間の２分の

１の場合は、

４，８００円

とする。

〃 

 

 

 

 　　　略 　　　略 　　　略
 おもいやりあふ

れるまち阪南ま

ち・ひと・しご

と創生委員会委

員

〃　　６，５

００円

〃 

 

 

 

 　　　略 　　　略 　　　略
 教育委員会評価

委員会委員

〃　　６，５

００円

〃

 （仮称）阪南市

子どもの権利に

関する条例検討

委員会委員

〃　　６，５

００円

〃
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 備考　　　略 　備考　　　略
 

 　　　略 　　　略 　　　略  　　　略 　　　略 　　　略
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